
東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会規則 

 

令和５年３月１７日（規則第１２号）制定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、附属機関の設置に関する条例（昭和５０年東広島市条例第３４号）第

３条の規定に基づき、東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会（以

下「委員会」という。）の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市が発注する物品の調達若しくは役務の提供又は建設工事に関連する設

計（設計と一体的に建設工事を請け負わせる場合を含む。）に係る業務（次条第１項及び

第８条において「業務」という。）を行う者の候補者（以下「候補者」という。）又は設

計案の選定に関する次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 候補者又は設計案を選定するための基準に関すること。 

 (2) 候補者又は設計案を選定するための審査に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、候補者又は設計案を選定するために必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、業務の案件ごとに、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、前項の案件に応じて、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 

 (1) 市の職員 

 (2) 学識経験を有する者 

 (3) 関係団体の代表者又は当該関係団体に属する者 

 (4) 関係行政機関の職員 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

３ 前項の委員のうちには、外部の委員として、同項第２号から第５号までに掲げる者のい

ずれかを含むものとする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでな

い。 

４ 候補者又は設計案の選定に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。 

 （任期等） 

第４条 委員の任期は、その者の任命又は委嘱に係る候補者又は設計案の選定に関する事務

の終了の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

２ 委員が前条第４項に規定する者に該当するに至ったときは、当該委員は、解任され、又

は解嘱されるものとする。 

 （委員長） 



第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、業務の担当課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。 


